
耐震シェルター等整備費補助金             

１９９５年の阪神・淡路大震災では、建物の倒壊等による犠牲者が、亡くなった方

のうち８割以上を占めました。 

地震による建物の倒壊から大切な命を守ることがとても重要です。 

住宅の地震対策は、耐震補強が最も効果的です。しかし、経済的な理由等で大規模

な耐震改修工事ができない場合に、家屋が倒壊しても一定の空間を確保することで命

を守る装置として「耐震シェルター」、「防災ベッド」があります。これらの装置は、

既存の住宅内に設置し、住みながらの工事や、耐震改修工事に比べて短期間での設置

も可能です。 

清須市では、耐震診断の結果、評点が「０．７未満」と判定された、６５歳以上の

方や障がい者の方がお住まいの住宅に対し、耐震シェルター・防災ベッドを整備する

ための補助を行います。 

 

■補助金額 

１戸あたり３０万円（上限） 

 

■補助の対象となる製品 

区分 名称 会社名 

耐震シェルター 

 

防災ベッド 

耐震健康シェルター「命守（いのちも

り）」 

株式会社青ヒバの会

ネットワーク 

耐震ベッド「ウッド・ラック」ひのき

庵 

新光産業株式会社 

減災寝室 有限会社扇光 

パネル式耐震シェルター ＳＵＳ株式会社 

木質耐震シェルター 株式会社一条工務店 

シェルキューブＲ 株式会社デリス建築

研究所 

耐震シェルター耐震和空間 株式会社ニッケン鋼

業 

木造軸組耐震シェルター“剛建” 有限会社宮田鉄工 

耐震ＴＢシェルター「鋼耐震」 株式会社東武防災建

設 

つみっくブロックシェルター 株式会社つみっく又

はＮＰＯ法人つみっ

庫くらぶ 

耐震シェルター レスキュールーム 有限会社ヤマニヤマ

ショウ 



シェルターユニットバス（ＵＢ） Ｊ建築システム株式

会社 

シェル太くん工法 株式会社ヤマヒサ 

シェルキューブ 株式会社デリス建築

研究所 

お部屋まるごと コンテナ型耐震シ

ェルター まもルーム 

株式会社カラフルコ

ンテナ 

 

防災ベッド 

ウッド・ラック 新光産業株式会社 

介護ベッド用防災フレーム 株式会社ニッケン鋼

業 

防災ベッド ＢＢ－002 株式会社ニッケン鋼

業 

安心防災ベッド枠Ａ フジワラ産業株式会

社 

安心防災ベッド枠Ｂ フジワラ産業株式会

社 

耐圧ベッドルーム型シェルター 株式会社エヌ・アイ・

ピー 

※その他の製品でも補助の対象となる場合がありますので、ご相談ください。 

 

■申請から補助金交付までの流れ 

① 申請 

   次の書類を揃えて提出してください。 

    ⑴ 耐震シェルター等整備費補助金交付申請書 

    ⑵ 木造住宅耐震診断結果報告書の写し 

    ⑶ 見積書等補助対象経費が確認できる書類の写し 

    ⑷ 耐震シェルター等を整備することについて、住宅所有者が承諾している

ことが確認できる書類（申請者と住宅所有者が異なる場合に限る。） 

    ⑸ 住民票の写し又は補助対象の要件が確認できる書類 

    ⑹ 案内図 

    ⑺ 平面図（整備予定場所を明示したもの） 

    ⑻ 整備予定場所の写真 

    ⑼ 宣誓書兼市税納入状況確認同意書 

     ⑽ その他市長が必要と認める書類 
 

② 交付決定 

審査後、適当と認めた場合は、補助金交付決定通知書を送付します。 
 
 



③ 計画の変更・中止等 

  補助事業の内容に変更が生じた場合などは、次の書類を提出してください。 

【補助事業の内容に変更が生じた場合】 

  ※ 整備箇所又は仕様の変更、補助金の額の変更、完了期間の変更 

⑴ 耐震シェルター等整備費補助金変更交付申請書 

    ⑵ 変更の内容が分かる書類 

    ⑶ 変更後の見積書等補助対象経費が確認できる書類の写し 

    ⑷ 完了期間が変更となる理由が明らかとなる事由を記載した書類 

      （完了期間の変更の場合） 

【補助事業を中止する場合】 

    ⑴ 耐震シェルター等整備費補助金交付申請取下届 

    ⑵ 中止の理由が分かる書類 
 

④ 実績報告 

   次の書類を揃えて提出してください。 

    ⑴ 耐震シェルター等整備完了実績報告書 

    ⑵ 契約書の写し 

    ⑶ 請求書又は領収書の写し 

    ⑷ 整備中及び整備完了後の写真 

    ⑸ その他市長が必要と認める書類 

   ※実績報告にあたっての注意事項 

〈提出時期について〉 

・工事完了の日から３０日以内に提出してください。 

・工事完了が年度末の場合は、３月１０日までに提出をお願いします。 

 

⑤ 補助金の額の確定 

審査後、適当と認めた場合は、補助金交付確定通知書及び補助金支払請求書を

送付します。 
 

⑥ 請求 

⑤で送付された請求書に必要事項を記入のうえ提出してください。 
 

⑦ 補助金の交付 

⑥で提出された請求書に基づき、振込先へ補助金を振り込みます。  

 

※申請される場合は、事前に都市計画課までご相談ください。 

 

【お問い合わせ先】 

清須市建設部都市計画課計画建築係 

ＴＥＬ：０５２－４００－２９１１（代表） 

ＦＡＸ：０５２－４００－２９６３ 

メール：toshikeikaku@city.kiyosu.lg.jp 


